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（一社）長野県経営者協会 会長 様 

長野県中小企業団体中央会 会長 様 

（一社）長野県商工会議所連合会 会長 様 

長野県商工会連合会 会長 様 

 

新型コロナウイルス感染症長野県対策本部 

本部長 阿 部  守 一 

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法第 24条第９項に基づく協力等 

について（要請） 

 

 日頃は、長野県行政にご理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症対策につきましては、同感染症が新型インフルエンザ等対策

特別措置法の対象疾患とされ、３月 26 日に同法に基づく政府対策本部が設置され、長野

県におきましても、同日に新型コロナウイルス感染症長野県対策本部を設置しました。 

すでに感染防止のために様々な「お願い」をしておりますが、改めて会員企業等の従業

員に対し、別紙の「お願い」を周知されるよう新型インフルエンザ等対策特別措置法第 24

条第９項に基づく協力を要請します。 

今後の感染の状況によっては、新型コロナウイルス感染症対策に関係する必要な要請を

する場合がありますので、ご協力をお願いいたします。 

また、昨日開催した新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、「新型コロナウ

イルス感染症対策・長野県の基本的対処方針」も別紙のとおり決定しましたので、内容に

ついて御承知いただくとともに、会員企業等への周知、徹底をお願いします。 
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